
第

二

千

四

百

九

十

四

号

平
成
二
十
五
年
十
一
月
五
日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

七
二
五
ペ
ー
ジ

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

七
二
六

○
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
の
実
施

(

森
林
整
備
課)

七
二
六

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

(

都
市
政
策
課)

七
二
六

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

大
垣
市
上
石
津
町
一
之
瀬
字
奥
山
二
二
八
四
の
八
四

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
大
垣
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
五
年
十
一
月
五
日



公

示

種
苗
に
関
す
る
法
令

種
苗
の
産
地
及
び
系
統
に
関
す
る
事
項

種
苗
の
生
産
技
術
に
関
す
る
事
項

講

習

事

項

二
時
間

二
時
間

二
時
間

講

習

時

間

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
月
十
一
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
岐
阜
県
歯
科
衛
生
士
会

三

代

表

者

の

氏

名

野
々
垣

静
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
岐
阜
市
加
納
城
南
通
一
丁
目
一
八
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
住
民
の
口
腔
保
健
の
普
及
向
上
に
関
す
る

事
業
を
行
い
、
保
健
・
医
療
又
は
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

○
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
の
実
施

林
業
種
苗
法(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号)

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
十

条
第
三
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
の
で
、
林
業
種
苗
法
施
行
令

(

昭
和
四
十
五
年
政
令
第
百
九
十
四
号)

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
ま
す
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

講
習
会
の
開
催
日
時

平
成
二
十
五
年
十
二
月
六
日(

金)

午
前
九
時

二

講
習
会
の
開
催
場
所

美
濃
市
曽
代
一
一
二
八
の
一

岐
阜
県
森
林
研
究
所

三
階
講
堂

三

受
講
申
込
み
の
手
続

受
講
希
望
者
は
、
受
講
申
込
書
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
、
受
講
手
数
料
と
し
て
一
万
四
千
円
に

相
当
す
る
額
の
岐
阜
県
収
入
証
紙
を
貼
り
付
け
、
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日(

金)

ま
で
に

岐
阜
県
林
政
部
森
林
整
備
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

受
講
申
込
書
は
、
住
所
地
を
所
管
す
る
農
林
事
務
所
又
は
岐
阜
県
林
政
部
森
林
整
備
課
に
て
配
布

し
ま
す
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
岐
阜
県
林
政
部
森
林
整
備
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
る
ほ
か
、
郵
送
を
御
希
望
の
方
は
、
八
十
円
切
手
を
添
え
て
岐
阜
県
林
政
部
森
林
整
備

課
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

四

講
習
内
容

五

そ
の
他

こ
の
講
習
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
岐
阜
県
林
政
部
森
林
整
備
課
整
備
係(

電
話
〇
五
八
―
二
七

二
―
八
四
八
九)

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

多
治
見
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
多
治
見
市
陶
元
町
及
び
山
下
町
の
一
部(

多
治
見
１
―
２(

Ⅰ))

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
五
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称
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岐
阜
県
多
治
見
市(

陶
元
町
及
び
山
下
町
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
多
治
見
市(

陶
元
町
及
び
山
下
町
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
五
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

中
津
川
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
中
津
川
市
付
知
町
の
一
部(

７
区(

Ⅰ))

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成
十
八
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
中
津
川
市(

付
知
町
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
中
津
川
市(

付
知
町
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
五
日
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平
成
二
十
五
年
十
一
月
五
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


